
就業不能サポート制度 のご案内就業不能サポート制度 のご案内
（2023年1月1日更新より導入）

1. 病気やケガによる就業不能状態が不支給期間※20日を超えて継続した場合に、給付金をお支払いします。
2. 入院だけではなく、医師の指示による自宅療養・精神疾患による就業不能状態でも対象となります。
3. お手頃な保険料で加入ができ、配当金が還付されます。3つの

ポイント
※不支給期間とは、就業不能状態に該当した日以降、当制度のお支払いの対象とならない期間をいいます。

給付イメージ

＊就業不能給付金のお支払いは1つの継続した就業不能状態で18回、通算して36回を限度とします。
特定精神障害給付金のお支払いは通算して18回を限度とします。
就業不能給付金と特定精神障害給付金は重複して支払われません。

【例】就業不能給付金＋特定精神障害給付金　不支給期間　20日・基準給付金月額5万円
事例：4月1日から就業不能状態が継続し、10月23日に職場復帰
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制度導入4年目

基準給付金月額の
5～20万円を
最大18回支払

休職前給与の70％程度を
最長3年間給付

※健保組合より給付

長期療養収入補償制度
標準報酬月額の20～50%を

最長60歳まで給付
※免責期間1,095日

現行制度

不足部分を
補完します！

病気やケガで休職

お申し込みは「Web申込システム」または「申込書」をご提出ください

気になるプ
ランは

裏面に

「Web申込システム」は「OKI総合保障制度」専用Webサイトからアクセスください。

PC利用＞https://webprocess-connect.jp/21090319/ スマホ利用＞

注目！
（特定精神障害給付特約付団体総合就業不能保障保険）

沖電気工業株式会社　OKI 総合保障制度



申込締切日 2025年  8月25日

責任開始期
（加入日） 2026年  1月  1日

●精神疾患患者数は近年増加傾向にあります ●お手頃な保険料で加入ができ、配当金が還付されます
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※配当金は、1年ごとに収支計算し、
剰余金が生じた場合にお支払いし
ます。グループ保険、長期家族サ
ポート制度、総合医療保険（入院
コース）、就業不能サポート制度
が対象になります。
※配当率は、お支払時期の前年度決
算により決定しますので、将来お
支払する配当金額は現時点では
確定しておりません。
※配当金は2026年12月31日ま
で継続して加入した場合にお支払
いします。期中に脱退された場合、
配当金はお支払いできません。

1年ごとに収支計算を行ない、
剰余金が生じた場合には、
配当金としてお返しします。

集まった保険料の中から
保険金・給付金が
支払われます。

配当金

傷病手当金の受給件数割合（傷病別）

精神疾患患者数の推移（20～64歳）

近年で増加傾向にある
「精神疾患」による就業不能もサポートします！
※加入日以後に発病したものについて保障します。

基本保障：主契約、特定精神障害給付特約

※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいい
ます。（例）保険年齢40歳＝2026年1月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。

　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
※記載の保険料は加入者が20名以上999名以下の場合の保険料です。
　したがって実際の加入者数が異なれば上記保険料は異なりますので、その場合は初回に遡って正規保険料を適用させていただきます。
※就業不能給付金の支払われる回数が36回の通算支払限度に達した場合には、この契約は消滅します。
※特定精神障害給付金の支払われる回数が18回の通算支払限度に達した場合には、特定精神障害給付特約は消滅します。
※この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合には配当金としてお支払いいたします。
※給付金の受取人は被保険者です。
※主契約と特定精神障害給付特約はセットです。
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（単位:円）

制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。

出典：全国健康保険協会「2021年　現金給付受給者状況調査報告」
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※2011年は宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏および福島県を除いた数値
出典：厚生労働省「「2020年 患者調査」の20～64歳のデータ」に基づき当社作成
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＜制度内容に関するお問い合わせ先＞
ヒューリック保険サービス（株）　TEL：0120-710-148（平日9時～17時）
＜その他お問い合わせ先＞
明治安田生命保険相互会社　総合法人第二部　法人営業第一部　TEL：03-6259-0014（土・日・祝日を除く9：00～17:00） MY－A－25－LF－005731　MYG－A－25－LF－217

hyoshida
テキストをタイプ
HHS25073331





